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○三鷹市特別住工共生地区内における建築制限の緩和等に関する条例施行

規則 

平成16年10月27日 

規則第48号 

改正 平成30年３月19日規則第12号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三鷹市特別住工共生地区内における建築制限の緩和等に関す

る条例（平成16年三鷹市条例第27号。以下「条例」という。）の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（建築制限の例外） 

第２条 条例第４条第１号に規定する規則で定めるものは、塗料製造業を営む工場

とする。 

（外壁等の後退の特例） 

第３条 条例第５条第２項第２号の規定による認定を受けようとする者は、三鷹市

特別住工共生地区の壁面後退特例認定申請書（様式第１号）の正本及び副本に、

三鷹市建築基準法施行細則（平成８年三鷹市規則第16号）第15条第１項の表に掲

げる図書その他必要な図書をそれぞれ添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認め

るときは、三鷹市特別住工共生地区の壁面後退特例認定通知書（様式第２号）に

同項に規定する認定申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するもの

とする。 

（認定申請書の取下げ等） 

第４条 前条第１項に規定する認定申請書を提出した者が、認定を受ける前に当該

申請を取り下げようとするときは、認定申請取下届（様式第３号）を市長に提出

しなければならない。 

２ 前条第２項に規定する認定通知書を受けた者が、当該認定通知書に係る建築物

の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届（様式第４号）に当該認定
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通知書を添えて、市長に提出しなければならない。 

（認定の取消し） 

第５条 市長は、偽りその他不正の手段により第３条第２項に規定する認定通知書

を受けた者があるときは、当該認定通知書に係る認定を取り消すことができる。 

（外壁等の後退の距離） 

第６条 条例第５条第２項第２号アに規定する規則で定める距離は、その地域の都

市計画において定められた建築物の建蔽率（以下「指定建蔽率」という。）に、

建築物の敷地面積を乗じて算出した建築面積と同じ面積の正方形の建築物（以下

「仮想建築物」という。）を、建築物の敷地面積と同じ面積の正方形の敷地（以

下「仮想敷地」という。）の中心に置いた場合の仮想敷地の隣地境界線から仮想

建築物までの距離の２分の１に相当する距離とする。 

２ 前項の場合において、同一敷地内に指定建蔽率の異なる地域が２以上あるとき

は、それぞれの指定建蔽率及び地域に係る敷地面積に応じて前項の規定により算

出した建築面積の和を仮想建築物の建築面積とする。 

（一部改正〔平成30年規則12号〕） 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、特別住工共生地区に係る都市計画決定の告示の日から施行する。 

〔告示 平成16年11月２日三鷹市告示第302号〕 

附 則（平成30年３月19日規則第12号） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の三鷹市特別住工共生地区内にお

ける建築制限の緩和等に関する条例施行規則の規定により調製された様式類で、

現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。 
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様式第１号（第３条関係） 

（一部改正〔平成30年規則12号〕） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

 


